
国公⽴（専攻科）
私 ⽴（専攻科）

52,100円（通信制・専攻科）
152,000円
50,500円（通信制・専攻科）

 公益財団法人岡山県育英会

 公益財団法人岡山県私学振興財団

 岡山県教育庁高校教育課

各福祉事務所・岡山市こども福祉課 
各福祉事務所・倉敷市子育て支援課 

岡⼭県私学振興財団奨学⾦

岡山県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励費貸与

⺟⼦・⽗⼦・寡婦福祉資⾦貸付（修学資⾦）（就学⽀度資⾦）制度

⽣活福祉資⾦貸付（教育⽀援資⾦）制度
各県⺠局福祉振興課・岡⼭県⼦ども・福祉部⼦ども家庭課 

 岡山県社会福祉協議会・各市町村の社会福祉協議会

イ）道府県⺠税所得割及び市町村⺠税所得割が⾮課税である世帯（⽣活保護受給世帯を除く）

（専攻科）

⽀給年額

10,420円

※ 令和７年度の実施内容に基づいて令和８年度の「予定」を掲載していますので、正式に決定した内容等については、令和８年
 ６⽉以降にホームページ等で御確認ください。

申 請 窓 口
在学している高等学校等
国公⽴ 申請時期：７⽉〜９⽉頃  ⽀給決定：11⽉頃
私 ⽴ 申請時期：７⽉〜９⽉頃  ⽀給決定：11⽉頃

問 い 合 わ せ 先
国公⽴ お子さまが在籍している又は進学を希望されている高等学校等までお尋ねください。

   （国公⽴ https://www.pref.okayama.jp/site/16/564414.html）
   （私⽴ https://www.pref.okayama.jp/page/detail-81814.html）私 ⽴

143,700円

（専攻科）
私 ⽴

 平成26年度以降の⼊学者を対象とした⾼校⽣等教育給付⾦制度を実施しています。教育費負担の⼤きい低所得者世帯に対
して、授業料以外の教育費に充てるため、世帯構成等に応じて、返還不要の教育給付⾦を⽀給します。

令和８年度版

 岡⼭県では、⾼校⽣の修学⽀援として給付⾦・奨学⾦・貸付⾦制度を実施していますの
で、ぜひ御活用ください。

52,100円

申 請 資 格
低所得世帯（道府県⺠税・市町村⺠税の所得割が⾮課税（０円）若しくは⽣活保護受給世帯⼜は家計急
変により非課税相当と認められる世帯）であること（保護者が岡山県内に居住する世帯に限る。）
ア）⽣活保護受給世帯（令和８年７⽉１⽇現在で⽣業扶助を受給している世帯）

国公⽴

対 象 学 校
⾼等学校（専攻科を含む）、⾼等専⾨学校（1〜3年）、専修学校⾼等課程、⼀部の専修学校⼀般課程
又は各種学校

32,300円
50,500円
52,600円

岡山県教育庁生涯学習課ホームページ（https://www.pref.okayama.jp/site/16/513750.html）

国公⽴

私 ⽴

ウ）年収約270万円以上約380万円未満の世帯及び年収約380万円以上約600万円未満の多⼦世帯

10,100円
（専攻科のみ）

奨学⾦・貸付⾦制度

各制度の詳細、問い合わせ先
は裏⾯を御確認ください。

岡山市
倉敷市
その他

岡⼭県育英会奨学⾦

岡山県の高校生のための

給付金・奨学金・貸付金制度

⾼校⽣等教育給付⾦

岡⼭県の給付⾦・奨学⾦・貸付⾦ 検索
「ぱっちり！モグモグ」

返還不要

返還必要

国公⽴（専攻科）
私 ⽴（専攻科）

問 い 合 わ せ 先

お子さまが在籍している又は進学を希望されている高等学校等までお尋ねください。
担当課：教育庁財務課財務班 TEL：086-226-7572
（国公⽴ https://www.pref.okayama.jp/site/16/564414.html）
担当課：総務部総務学事課学事班 TEL：086-226-7198
（私⽴ https://www.pref.okayama.jp/page/detail-81814.html）

岡山県教育庁生涯学習課ホームページ（https://www.pref.okayama.jp/site/16/513750.html）

奨学⾦・貸付⾦制度

各制度の詳細、問い合わせ先
は裏⾯を御確認ください。

岡山市
倉敷市
その他

岡⼭県育英会奨学⾦

国公⽴

私 ⽴

ウ）年収約270万円以上約380万円未満の世帯及び年収約380万円以上約600万円未満の多⼦世帯

10,100円
（専攻科のみ）

152,000円
50,500円（通信制・専攻科）

（専攻科）
私 ⽴

 平成26年度以降の⼊学者を対象とした⾼校⽣等教育給付⾦制度を実施しています。教育費負担の⼤きい低所得者世帯に対
して、授業料以外の教育費に充てるため、世帯構成等に応じて、返還不要の教育給付⾦を⽀給します。

令和８年度版

 岡⼭県では、⾼校⽣の修学⽀援として給付⾦・奨学⾦・貸付⾦制度を実施していますの
で、ぜひ御活用ください。

52,100円

申 請 資 格
低所得世帯（道府県⺠税・市町村⺠税の所得割が⾮課税（０円）若しくは⽣活保護受給世帯⼜は家計
急変により非課税相当と認められる世帯）であること（保護者が岡山県内に居住する世帯に限る。）
ア）⽣活保護受給世帯（令和８年７⽉１⽇現在で⽣業扶助を受給している世帯）

国公⽴

対 象 学 校
⾼等学校（専攻科を含む）、⾼等専⾨学校（1〜3年）、専修学校⾼等課程、⼀部の専修学校⼀般課程
又は各種学校

32,300円
50,500円
52,600円

イ）道府県⺠税所得割及び市町村⺠税所得割が⾮課税である世帯（⽣活保護受給世帯を除く）

（専攻科）

支 給 年 額

10,420円

※ 令和７年度の実施内容に基づいて令和８年度の「予定」を掲載していますので、正式に決定した内容等については、令和８年
 ６⽉以降にホームページ等で御確認ください。

申 請 窓 口
在学している高等学校等
国公⽴ 申請時期：７⽉〜９⽉頃  ⽀給決定：11⽉頃
私 ⽴ 申請時期：７⽉〜９⽉頃  ⽀給決定：11⽉頃

国公⽴

私 ⽴

143,700円

52,100円（通信制・専攻科）

 岡山県社会福祉協議会・各市町村の社会福祉協議会

 公益財団法人岡山県育英会

 公益財団法人岡山県私学振興財団

 岡山県教育庁高校教育課

各福祉事務所・岡山市こども福祉課 
各福祉事務所・倉敷市子育て支援課 

岡⼭県私学振興財団奨学⾦

岡山県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励費貸与

⺟⼦・⽗⼦・寡婦福祉資⾦貸付（修学資⾦）（就学⽀度資⾦）制度

⽣活福祉資⾦貸付（教育⽀援資⾦）制度
各県⺠局福祉振興課・岡⼭県⼦ども・福祉部⼦ども家庭課 

岡山県の高校生のための

給付金・奨学金・貸付金制度

⾼校⽣等教育給付⾦

岡⼭県の給付⾦・奨学⾦・貸付⾦ 検索
「ぱっちり！モグモグ」

返還不要

返還必要
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本

⼈
の

年
間

収
⼊

⾒
込

額
が

65
万

円
以

上
・

市
町

村
⺠

税
⾮

課
税

・
減

免
世

帯
・

世
帯

の
全

収
⼊

（
申

請
の

前
年

１
年

分
）

が
収

入
基

準
額

以
下

・
高

等
学

校
定

時
制

課
程

 
公

 
⽴

 
14

,0
00

円
 

私
 

⽴
 

29
,0

00
円

・
高

等
学

校
通

信
制

課
程

 
 

 
 

 
14

,0
00

円
 

※
 

卒
業

し
た

場
合

、
返

還
免

除

貸
与

月
額

（
無

利
子

貸
与

）

※
新

１
年

生
の

額

・
⽗

⺟
⼜

は
こ

れ
に

代
わ

っ
て

家
計

を
⽀

え
て

い
る

者
の

収
⼊

（
申

請
の

前
年

１
年

分
）

が
収

⼊
基

準
額

以
下

・
私

 
⽴

 
（

⾃
 

宅
）

30
,0

00
円

 
 

 
 

 
（

⾃
宅

外
）

35
,0

00
円

・
国

公
⽴

 
（

⾃
 

宅
）

18
,0

00
円

 
 

 
 

 
（

⾃
宅

外
）

23
,0

00
円

・
私

 
⽴

 
（

⾃
 

宅
）

30
,0

00
円

 
 

 
 

 
（

⾃
宅

外
）

35
,0

00
円

高
校

生
の

た
め

の
岡

山
県

関
係

の
奨

学
⾦

・
貸

付
⾦

制
度

・
県

内
の

高
等

学
校

定
時

制
課

程
・

県
内

の
高

等
学

校
通

信
制

課
程

  
（

県
外

の
高

等
学

校
広

域
通

信
制

課
程

に
 

 在
学

し
、

県
内

に
居

住
す

る
生

徒
を

含
む

。
）

・
経

常
的

収
入

を
得

る
職

業
に

就
い

て
い

る
生

徒
・

経
済

的
理

由
で

修
学

困
難

な
⽣

徒
 

（
生

活
保

護
世

帯
は

除
く

）

・
な

し
 

※
 

併
給

禁
⽌

の
奨

学
⾦

あ
り

育
英

奨
学

⾦
（

第
１

型
）

修
学

奨
学

⾦
（

第
２

型
）

⺟
子

・
父子


・

寡
婦

福
祉

資
⾦

貸
付

（
修

学
資

⾦
）

（
就

学
支

度
資

⾦
）

制
度

・
国

公
⽴

・
私

⽴
⾼

等
学

校
・

専
修

学
校

（
高

等
課

程
）

・
高

等
専

門
学

校

岡
山

県
高

等
学

校
定

時
制

課
程

及
び

通
信

制
課

程
修

学
奨

励
費

貸
与

・
⺟

⼦
世

帯
・

父子


世
帯

 
（

原
則

、
親

が
借

主
と

な
る

）
・

⽗
⺟

の
な

い
児

童
・

勉
学

意
欲

 
卒

業
時

ま
で

意
欲

的
に

勉
学

に
取

り
組

む
こ

と
が

で
き

る
生

徒

返
還

必
要


